
９月30日（月）必着!!



 

 

 

募集対象 

1.令和元年 12 月 1 日現在で満 20 歳以上 50 歳未満の人 
2.三大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎，山村，離島，半島などの地域に該当しな
い市区町村）に居住しており，委嘱後活動地区に移住し，住民票を異動できる人 

※「都市地域等」についての詳細は，お問い合わせください。 
※お住まいの地域によっては，条件が異なる場合がありますので，詳細については，お問
い合わせください 

3.普通自動車運転免許を取得している人 
4.パソコン（エクセル，ワード等）の基本操作ができる人 
5.活動地区での起業・就労に意欲があり，将来の定住を希望する人 
6.地域住民と協力しながら，地域を元気にするために精力的に行動できる人 
7.地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない人 

募集地区・人数 

豊浜町・１名 

報酬 

報酬月額 166,400 円 
※社会保険料等の本人負担分が差し引かれます。 

勤務時間 

週 30 時間，1 日 7.5 時間勤務を基本とします。 
 ※業務の内容によって，勤務時間の変動，休日等の出勤もあります。 

雇用形態・期間 

1.呉市の非常勤特別職（嘱託）の職員として市長が委嘱します。 
2.期間は委嘱日（令和元年 12 月 1 日）から令和 2 年 3 月 31 日までです。 
ただし，活動状況を勘案して最長 3 年を限度に再度任用することができます。 

待遇・福利厚生 

1.社会保険等（厚生年金，健康保険及び雇用保険）に加入します。 
2.市が住宅を用意し，無料で貸与します。 
3.勤務地の豊浜市民センターで使用するパソコン等を貸与します。 
4.活動時は市の公用車及びモバイルルーターを使用できます。 
5.その他活動に要する経費（消耗品費，研修参加費用等）については，予算の範囲内で市 
が負担します。 

お問い合わせ 呉市市民部地域協働課（担当：西国） 

住所：〒737-8501 広島県呉市中央４丁目１－６ 

電話：(0823)25-3577・3223 FAX：(0823)25-3013 

E-mail：tiiki@city.kure.lg.jp 

http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/4/tiikiokoshi.html 

業務概要 

1.豊浜町 
①地域の行事等コミュニティ活動の支援 
②特産品の開発・流通・販売促進 
③農水産業の応援 
④都市との交流支援 
⑤インターネットや広報誌を活用した地域情報の発信 
⑥その他地域力の維持・強化に資する活動 

申込受付期間 

令和元年８月１６日(金) ～令和元年 9 月 30 日(月)※必着 

応募方法 

申込書に必要事項を記入の上，郵送で提出してください。 

選考の流れ 

1.第 1 次選考（書類選考） 
結果は応募者全員に文書で通知 
 ↓ 

2.第 2 次選考 
（個人面接：令和元年 10 月中旬） 

第 1 次選考合格者を対象に，市役所本庁舎で面接を実施 
 ↓ 

3.最終選考結果の報告 
令和元年 10 月下旬に文書で通知 

 
※応募に係る経費（書類申請・面接に要する交通費等）はすべて応募
者の負担となります。 
 
 

 


	0816募集チラシ期間延長(0930まで）
	0816募集チラシうら期間延長(0930)

